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介護保険
介護保険と「所得税の確定申告」

および「村県民税の申告」

●　介護保険料（１月～１２月の１年間分）は、「社会保険料控除」に！

●　要介護認定による障がい者認定で、「障害者控除」を！

●　おむつ代金は、「医療費控除」に！

●　介護保険サービス利用料も、「医療費控除」に！

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
口
座
振

替
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
納
め

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
過
去
の
未

払
い
分
に
つ
い
て
は
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
一
度
手
続

き
を
す
る
だ
け
で
自
動
的
に
納
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
し
て
電

子
納
付
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

口
座
振
替
の
申
込
み
は
、
振
替

開
始
月
の
前
々
月
ま
で
に
行
っ
て

く
だ
さ
い
。
申
込
書
に
は
、
基
礎

年
金
番
号
の
記
入
が
必
要
に
な
り

ま
す
の
で
、
年
金
手
帳
や
納
付
書

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
金

融
機
関
届
出
印
の
押
印
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

　

な
お
、
申
込
後
に
口
座
振
替
開

始
通
知
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、

開
始
月
の
確
認
を
行
い
、
そ
れ
以

前
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
納
付
書

で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
申
込
用
紙　

金
融
機
関
･
年
金

　

事
務
所
･
役
場
国
保
年
金
課
の

　

窓
口
に
備
え
付
け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー

　

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
プ
リ
ン
ト
ア
ウ

　

ト（
白
黒
可
）す
る
こ
と
も
で
き

　

ま
す
。（
こ
の
用
紙
で
の
申
込
み

　

は
年
金
事
務
所
に
限
ら
れ
ま
す

　

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
）

◇
申
込
場
所　

預
貯
金
口
座
を
お

　

持
ち
の
金
融
機
関
（
郵
便
局
を

　

含
む
）
の
窓
口
、
年
金
事
務
所

　

･
役
場
国
保
年
金
課
の
窓
口
と

　

な
り
ま
す
。（
年
金
事
務
所
の
み

　

郵
送
で
の
申
込
が
可
能
で
す
）

　

国
民
年
金
保
険
料
の
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
納
付
は
、
保
険
料
を
定

期
的
に
カ
ー
ド
会
社
が
立
替
払
い

し
、
カ
ー
ド
会
社
か
ら
カ
ー
ド
会

員
の
方
に
請
求
す
る
支
払
方
法
で
、

金
融
機
関
等
の
窓
口
で
カ
ー
ド
を

直
接
ご
提
示
･
お
支
払
い
い
た
だ

く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
カ
ー
ド
会
社
へ
の
支
払

回
数
は
１
回
払
い
の
み
と
な
り
、

分
割
払
い
や
リ
ボ
払
い
等
は
ご
利

用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。
ま
た
、
保

険
料
の
一
部
を
免
除
さ
れ
て
い
る

方
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

◇
申
込
方
法　

申
込
用
紙
に
必
要

　

事
項
を
記
入
し
、
年
金
事
務
所

　

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

国
民
年
金
保
険
料
の

　
　
　

便
利
な
納
め
方

　

申
込
後
に
カ
ー
ド
支
払
い
開
始

　

の
通
知
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、

　

開
始
月
の
確
認
を
行
い
、
そ
れ

　

以
前
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
納

　

付
書
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
申
込
用
紙　

年
金
事
務
所
に
備

　

え
付
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日

　

本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

か
ら
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
（
白
黒

　

可
）
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

◇
そ
の
他　

一
部
、
利
用
で
き
な

　

い
カ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

　

ポ
イ
ン
ト
が
付
与
さ
れ
な
い
場

　

合
や
、
通
常
と
異
な
る
割
合
で

　

ポ
イ
ン
ト
が
付
与
さ
れ
る
場
合

　

が
あ
り
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て

　

は
、
カ
ー
ド
発
行
元
に
ご
確
認

　

く
だ
さ
い
。

※
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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▼
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
の
ご
案
内
を
民
間
委
託

▼
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
の
ご
案
内
を
民
間
委
託

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
の
ご
案
内

に
つ
い
て
、
民
間
委
託
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

◇
受
託
事
業
者

　

日
立
ト
リ
プ
ル
ウ
ィ
ン
㈱
☎
０
１
２
０
（
２
１
１
）
２
３
１

※
過
去
２
年
以
内
の
国
民
年
金
加
入
期
間
に
保
険
料
納
付
の
確

　

認
が
で
き
な
い
期
間
が
あ
る
場
合
、
受
託
事
業
者
か
ら
電
話

　

･
文
書
･
戸
別
訪
問
等
に
よ
り
、
納
付
や
免
除
等
の
申
請
手

　

続
き
の
ご
案
内
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◇
問
合
せ　

土
浦
年
金
事
務
所
☎
８
２
４－

７
１
２
１

※クレジットカード納付には、口座振替の割引は適用されません。
※前納の申込は２月末日までです。３月１日以降の申込の場合、次の前納
　期（１０月または翌年４月）まで、毎月支払いとなる場合があります。
※割引額は、すべて平成２６年度の額です。

納付方法によって保険料が割引されます納付方法によって保険料が割引されます

【現金・クレジットカード納付の「６カ月前納」】保険料６カ月分を納
　付・立替。＊割引額７４０円（４月末・１０月末）年間割引額１，４８０円

【現金・クレジットカード納付の「１年前納」】１年分の保険料を４月
　末に納付・立替。＊割引額３，２５０円

【口座振替の「毎月支払い（当月末振替）早割」】当月分の保険料を当月
　末に振替。なお、最初の振替では２カ月分（前月分と当月分）が引
　き落とされます。＊割引額５０円（毎月）年間割引額６００円

【口座振替の「１年前納」】１年分の保険料を４月末に振替。
　＊割引額３，８４０円

【口座振替の「２年前納」】２年分の保険料を４月末に振替。
　＊割引額１４，８００円

【口座振替の「６カ月前納」】保険料６カ月分を振替。
　＊割引額１，０４０円（４月末・１０月末）年間割引額２，０８０円
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お問合せ
国保年金課年金係
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